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新庁舎の規模について 

 新庁舎の規模は、市民の利用状況及び業務の関連状況を踏まえた既存庁舎の活用に

ついて検討し、想定面積を算出します。 

（１）既存庁舎の活用に関する条件 

○ 既存庁舎を活用しない場合 

庁舎機能を新庁舎に集約することにより、新庁舎の規模は２０，０００㎡程度

となります。 

庁舎機能を集約した新庁舎の想定面積  ２０，０００㎡程度 

○ 既存庁舎を活用する場合 

新庁舎の建設に際して、新庁舎の規模や事業費をできる限り抑えるため、既存

庁舎の活用を図ります。 

活用が可能な既存庁舎としては、現在も市庁舎機能を有する「北庁舎（産業文

化センター）」、市庁舎機能が一部入居する「総合福祉会館（健康福祉部健康管理

課）」、「水道庁舎」の３庁舎を挙げることができます。 

水道庁舎については、公営企業会計上の資産で、平成１２年度に耐震補強及び

改修工事を行っています。南海トラフ巨大地震やゲリラ豪雨等による大規模災害

が突発的に発生しても、迅速で一体的なライフラインの復旧を図る体制を整備す

るため、新庁舎の建設に伴い、関係部門（上下水道事業部門）を水道庁舎に有効

的に配置することを検討します。なお、水道庁舎の有効活用とあわせ、日頃の市

民サービスが低下しないよう、引き続き、市民サービス、利便性の維持を図って

いく必要があります。 

水道庁舎の現況 

昭和４９年３月竣工・鉄筋コンクリート造４階建・耐震改修済（平成１２年度） 

４階 水道施設管理センター 614.57 ㎡

３階 （大会議室、中会議室、図面管理室、ロッカー、倉庫等） 516.37 ㎡

２階 （事務室、部長室、倉庫等） 521.22 ㎡

１階 埋蔵文化財調査センター 508.68 ㎡

 合  計 2160.84 ㎡

各庁舎の組織配置イメージ 

新 庁 舎

市長公室、企画総務部、市民部、健康福祉部（健康管理課を除

く）、環境水道部（環境政策課）、都市建設部（下水道課を除く）、

議会事務局、会計課 

北 庁 舎 産業活力部、教育委員会、選挙管理委員会・監査委員事務局 

総合福祉会館 健康福祉部（健康管理課） （保健相談センター） 

水 道 庁 舎 環境水道部（水道総務課、水道施設課）、都市建設部（下水道課）

（※現在の組織に基づく） 

資料２
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また、市内６か所にある市民サービスセンター（市出張所）については、機能

の強化・充実を求める意見もありますが、市出張所の役割である「市民生活と関

わりが深い最寄りの窓口」として、今後も現状の機能を維持するとともに、エリ

ア担当職員の配置等により、きめ細やかな対応を図っていくこととします。 

施設配置図 

水道庁舎

本庁舎

北庁舎
総合福祉会館

学びの森
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（２）既存庁舎を活用する場合の新庁舎の規模について 

① 北庁舎（産業文化センター）の活用床面積 

現在の活用床面積は、約４，３００㎡となります。 

新庁舎の建設に伴い、北庁舎の想定配置部署の現行の所属職員数を参考に、必

要面積を算定します。 

 また、北庁舎には、７階の大会議室（約２５０㎡）を含み、会議室が１０室（合

計約１，６５０㎡）あります。北庁舎の会議室については、市庁舎の会議室とし

て、他施設の職員が使用することも多いため、新庁舎建設後も現状と同等の機能

として活用する計画とします。 

北庁舎の活用床面積は、下記のとおり約４，３７０㎡とし、現在の活用床面積

対象外となっている８階の特別会議室（合計約４５０㎡）、エントランスロビー（※

展示等で使用する部分 約１００㎡）を加算した約４，９００㎡を全体の活用床

面積とします。 

② 総合福祉会館（健康福祉部健康管理課）の活用床面積 

 総合福祉会館には、健康福祉部健康管理課を配置する想定ですが、平成２８年

度末（予定）に新設される「（仮称）市東部保健相談センター」に健康管理課職

員が配置されることを想定し、総合福祉会館には現行の所属職員数の約半数であ

る１６名が在籍すると想定して必要面積を算定します。 

活用床面積は、下記のとおり、現行と同様の約１９０㎡となります。 

※ 総合福祉会館の庁舎部分は単一の課のみになるので「会議室等」を計上していません。 

※ 「玄関等」では、健康管理課の廊下のみを計上し、事務室と倉庫の合計面積の２０％を対

象として算出しています。 

③ 水道庁舎の活用床面積 

   前記のとおり、水道庁舎には、上下水道事業部署を集約することを前提に検討

します。 

基本機能 

合計面積 ①事務室※ ②会議室等 ③倉庫 ④議会 ⑤玄関等 ⑥市民対応 

㎡ 人 合計 実面積 実面積 - 実面積 ⑤に含む ㎡ 

算定値 8.7 140 1,299.3 1,656.1 515.5 - 899.5 - 4,370.4 

８階特別会議室 - - - 445.7 - - - - 445.7 

エントランスロビー - - - - - - 102.0 - 102.0 

合計   1,299.3 2,101.8 515.5 - 1,001.5 - 4,918.1 

※事務室は、文書量調査より１人あたりの面積を 8.7 ㎡と設定 

基本機能 

合計面積 ①事務室※ ②会議室等 ③倉庫 ④議会 ⑤玄関等 ⑥市民対応 

㎡ 人 合計 - 事務室面積×13% - 
(①+②+
③)×20% 

⑤に含む ㎡ 

算定値 8.7 16 139.2 - 18.1 - 31.5 - 188.8 

※事務室は、文書量調査より１人あたりの面積を 8.7 ㎡と設定 
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水道庁舎の延床面積は約２，１６０㎡ですが、新庁舎建設に伴う活用床面積は、

移転する対象部署の執務室等の床面積とし、現行の所属職員数を参考に、必要面

積を算定します。 

活用床面積は、下記のとおり約１，０００㎡とします。 

④ 既存庁舎を活用する場合の新庁舎の規模

既存庁舎を活用する場合の新庁舎の想定面積は、市庁舎の全体規模から、活用

する既存庁舎の床面積を引いた、約１３，９１０㎡となります。

市庁舎 北庁舎 総合福祉会館 水道庁舎 新庁舎

20,000 ㎡ 4,900 ㎡ 190 ㎡ 1,000 ㎡ 13,910 ㎡

既存庁舎を活用した新庁舎の想定面積  １４，０００㎡程度 

参考 既存庁舎を活用した場合の新庁舎の職員数による必要面積の算定 

項目 
基準面積 

A 

換算職員数 

B 

人数 

C 

面積 

A×B×C 

（ア）事務室 

特別職 4.5 ㎡/人 20.0 3 人 270.0 

部・次長級 

8.7 ㎡/人 1.0 480 人 4,176.0 
課長級 

課長補佐・係長級 

その他の職員 

（小 計） 483 人 4,446.0 

（イ）付属面積 

倉庫 （ア）×13% 578.0 

会議室、電話交換所、便

所等 
7㎡×職員数（想定職員 483 人） 3,381.0 

（ウ）玄関、広間、廊下、階段 （ア）と（イ）の合計面積×40% 3,362.0 

（エ）議事堂 現状の面積 1,100.0 

合計（新庁舎） 12,867.0 ㎡ 

付加機能（2,300 ㎡）を加えた合計 15,167.0 ㎡ 

基本機能 

合計面積 ①事務室 ②会議室等 ③倉庫 ④議会 ⑤玄関等 ⑥市民対応 

㎡ 人 合計 7 ㎡×職員数 事務室面積×13% - 
(①+②+
③)×40% 

- ㎡ 

算定値 8.7 43 374.1 301.0 48.6 - 289.5 - 1,013.2 

※事務室は、文書量調査より１人あたりの面積を 8.7 ㎡と設定 
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（３）既存庁舎の活用に関する比較（まとめ）

集約する場合、既存庁舎を活用する場合のいずれにおいても、建物や駐車場などの

配置計画、新庁舎におけるフロア構成など不確定要素が多い中での算出のため、今後、

基本設計や実施設計での具体的な検討において、面積を決定します。 

条件
新庁舎 

想定面積 
メリット デメリット

※参考 

本体建設工事費 

（想定：45 万円/㎡）

庁舎機能を集約

する場合

20,000 ㎡ 

程度 

来庁者の利便性

が向上する。（施

設間の移動がな

くなる）

業務の連携が容

易となる。

新庁舎の規模が

大きくなり、建設

費用に影響する。

建物規模に合わ

せて駐車場など

の必要施設も大

きくなる。

空いた施設の有

効活用が求めら

れる。

約 90億円 

既存庁舎を活用

する場合

14,000 ㎡ 

程度 

周辺施設を有効

活用でき、新庁舎

の規模を抑えた

計画とすること

ができる。

例えば、将来、職

員数が減少した

ときには、他の施

設を用途変更等

することにより、

余剰面積をコン

トロールできる

可能性があるな

ど、将来の変化に

対応しやすい。

庁舎間の行き来

が生じることが

ある。

約 63億円 

※本体建設工事費は、現時点における想定の本体建設工事費のみを記載したものであり、外構工

事費、設計費、その他事業に係る経費は含んでいません。
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＜参考＞

現時点における建設工事費および建設物価動向について 

最近において新庁舎建設工事を進めている自治体の建設工事費（外構工事を含むＤ市、Ｆ市を

除く）について、一般社団法人建設物価調査会が公表している「建築指数」による時点修正を考

慮し、平均値を算出した結果、平均建設工事費単価は４４．４６万円／㎡であった。

※ 最新事例の調査

 上記とは別に、直近の入札案件について調べたところ、他市事例の平均値と近似の額であった。

以上より、現時点における新庁舎の建設単価を４５万円／㎡と算出した。


